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第Ⅲ章 活用場面に合わせた 

パッケージ施策 
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１．パッケージ施策の構成

 本計画では、通勤や通学などの「活用場面」に合わせて、安全教育や意識啓発、支援・補助、情報

提供の視点からの施策をパッケージとして展開し、自転車の活用推進を図ります。 

 活用場面ごとに実施する施策は下表のとおりです。各施策の詳細は次ページより整理します。 

■活用場面ごとの施策 

安全教育 意識啓発 支援・補助 情報提供 

❶
通
学

①交通安全教育の継続・

充実 

②指定通学路一斉点検の

実施と対策の展開

③自転車に乗り続けるこ

とのメリットの周知・

啓発 

④自転車を放置させない

ための指導・啓発 

⑤自転車通学者のヘルメ

ット着用に関する支援

⑥安全・快適な移動経路

などの情報収集・提供

⑦新しい生活様式での自

転車の活用情報の提供

❷
通
勤

①企業を通じた交通安全

教育の実施・充実

②企業での自転車活用促

進に関する啓発 

③貸付・補助による自転

車活用の推進

④企業と連携した健康効

果の検証 

⑤安全・快適な移動経路

などの情報収集・提供

（再掲） 

⑥新しい生活様式での自

転車の活用情報の提供

（再掲）

❸
買
物

①店舗を通じた顧客対象

の安全啓発 

②交通安全教育などの継

続・充実（再掲） 

③貸付・補助事業と連携

した安全啓発の実施

④買物交通を健康づくり

の機会に活かす自転車

活用の周知

⑤貸付・補助による自転

車活用の推進（再掲）

⑥安全・快適な移動経路

などの情報収集・提供

（再掲）

❹
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

観
光

①自転車イベントに合わ

せた安全教育の実施

②自転車を楽しむ機会の

充実 

③サイクリスト受入環境

の向上

④サイクリング・ポタリ

ングコースの情報提供

⑤レクリエーション・観

光情報の情報発信

❺
災
害

①災害時を想定した日常

での自転車活用の推進

②災害時などの自転車の

整備点検

③防災啓発資料への自転

車活用情報の提供
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❶通学 

 朝夕の通学時間帯に自転車が局所的に集中し、危

険な状況を引き起こすことがあります。

 運転免許を取得すると、自転車から自家用車に主

な交通手段が転換してしまう問題があります。

 自転車で通学する生徒に対する意識啓発は、今後

の自転車の安全利用や活用推進に繋がる可能性

があります。

■取り組みの方向性 

 交通安全教育は、自転車に乗り始める子どもの時から正しい交通ルールを学び、遵守することの大

切さを理解することが重要であるため、通学路などでの安全確保と並行して、自転車通学をする中

学生や高校生などへのヘルメット着用などの安全教育を継続・充実させていきます。 

 通学だけでなく、遊びや塾通いなどでも自転車利用が増える中学生や高校生が、安全に自転車を利

用できるように、自転車通行空間の整備とともに、自転車の安全な乗り方、健康的な楽しみ方など

を伝えていくことで、大人になっても自転車の便利さ、楽しさを忘れることなく、自家用車に依存

しすぎない、自転車が暮らしに根付いた市民を増やしていきます。 

 自動車やバイクなどの運転免許を取得すると、自転車の利用が減少する傾向があることから、安全

教育などに合わせて、日常の移動手段となっている「自転車」を、自家用車の運転免許をとった後

も使い続けていくように、自転車を賢く使いこなすメリットを伝えていきます。 

■実現したい将来の姿 

 通学での自転車活用を推進することで、以下のような将来の姿を実現します。 

・子どもの時から発達段階に応じ、定期的に安全教育を受けることで、安全利用の意識が根付きます。

・ルールをしっかりと理解し、安全な通学路を安心して通学できます。 

・ルールを守り安全に利用することで、周りの歩行者なども安心して暮らせます。

・子どもの時から、自転車のことをしっかり理解しているため、大人になっても正しい自転車利用を

続けていくことができます。 

・自転車が利用できる時には、優先して自転車を利用する習慣を定着させることで、市民にとっても

まちにとってもメリットのある暮らし方を実現します。 
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実現に向けた施策 

事業の区分 施策 実施・連携主体 

安全教育 
施策① 交通安全教育の継続・充実 行政・学校・警察 

施策② 指定通学路一斉点検の実施と対策の展開 行政・学校・警察 

意識啓発
施策③ 自転車に乗り続けることのメリットの周知・啓発 行政

施策④ 自転車を放置させないための指導・啓発 行政・学校・企業

支援・補助 施策⑤ 自転車通学者のヘルメット着用に関する支援 行政・学校

情報提供 
施策⑥ 安全・快適な移動経路などの情報収集・提供 行政・警察 

施策⑦ 新しい生活様式での自転車の活用情報の提供 行政

施策① 交通安全教育の継続・充実 

 学校と連携し進めている交通安全教室を継続し、

交通ルールや自転車の安全な乗り方の啓発を進め

ます。 

 既存の交通安全教育を継続するとともに、より効

果的なプログラムを検討し、交通安全教育が充実

する取り組みを進めます。 

 自転車の整備・点検について、自分でできる日常

の点検、自転車店などでの定期的な点検の必要性

を交通安全教育の中で周知します。 

施策② 指定通学路一斉点検の実施と対策の展開 

 小学校・中学校の通学路について、通学路交通安

全プログラムによる指定通学路一斉点検におい

て、通学時、帰宅時における自転車関連の危険箇

所を把握し、点検を進めます。 

 点検結果による課題に対して、個別に安全対策を

進めます。 

施策③ 自転車に乗り続けることのメリットの周知・啓発

 将来的に運転免許を取得した後も、移動目的や移

動先などに応じて、自転車を適切に選び、乗り続

けてもらえるように、児童・生徒のうちから自転

車のメリットについての周知を進めます。 

 この実現に向けて、安全教室や出前講座などの機

会にあわせて、健康面、環境面、経済面などの視

点から自転車のメリットを分かりやすく示した

ツールを作成し、啓発を進めます。 

各世代に応じた交通安全教

育を実施。教育コンテンツ

などの充実を図り、効果的

な安全教育の充実を検討し

ます。 

教育委員会、警察、道路

管理者が連携し、２年に

１回、指定通学路の一斉

点検を実施。危険箇所な

どの対策を図ります。 

自転車を使い続けた

くなるように自転車

メリットを伝えてい

きます。 
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施策④ 自転車を放置させないための指導・啓発 

 放置自転車対策として、安全教育の場面に合わせ

て、駐輪に関するルールなどの周知を学校と連携

し行います。 

 周知のチラシ配布や官民連携による啓発を進め

ます。 

施策⑤ 自転車通学者のヘルメット着用に関する支援

 自転車の交通事故の死因で最も多い頭部損傷を

防ぐため、ヘルメットの購入に関しての支援制度

を継続するなど、主体的な着用を促す取り組みを

進めます。 

 中学生、高校生の通学時のヘルメット着用につい

て、学校と連携し着用促進の取り組みを進めます。 

施策⑥ 安全・快適な移動経路などの情報収集・提供 

 自転車通学やその他の自転車利用について、児

童・生徒が安全・快適に自転車を利用でき、また

保護者も安心して自転車の利用を促せるよう、安

全情報の提供を充実していきます。 

施策⑦ 新しい生活様式での自転車の活用情報の提供 

 新型コロナウイルス感染症の影響による、新しい生活様式において

自転車の活用が推奨されていることから、新型コロナウイルス感染

防止に努めた自転車利用方法の周知を進めます。 

 交通手段の１つとして、公共交通との併用による自転車の活用につ

いて啓発を進めます。 

自転車事故や自転車盗

難など、自転車の安全

に関する色々な情報を

集め、提供すること

で、自転車利用の安全

を確保します。

駐輪マナー向上や駐輪場活用を

促し、交通環境や景観の向上を

図ります。 

安全のために自発的に着用する意

識を高めるなど、着用の必要性を

伝える取り組みを進めます。 

高校生自転車ヘルメット着用

モニター全体会議 
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❷通勤 

 本市では自家用車通勤が多く、朝夕の通勤時間帯

には渋滞が見られます。 

 自転車通勤に対しては、労災や通勤手当などの関

係から積極的な活用を図る企業は少ない状況で

す。 

 新型コロナウィルス感染症の影響による新たな

生活様式では、移動手段の１つとして自転車の活

用が期待されています。 

■取り組みの方向性 

 自転車通勤の推進のため、従業員一人ひとりに向けて、自転車通勤のメリット（日々の自転車通勤

が運動になることや近距離での移動に最適であることなど）の周知を図ります。 

 また、自転車通勤の安全を確保するために必要な知識や技術を学び、積極的に楽しむ意識をもつこ

とも重要です。そのための周知・啓発によるきっかけづくりなどに取り組みます。 

 一方で、従業員を雇用する企業として、自転車通勤を積極的に認めていく仕組みをつくることも大

切であることから、企業が自転車通勤の仕組みづくりを始めるきっかけとなるよう、健康経営の一

環としての自転車通勤のメリットの周知や、通勤手当や従業員用駐輪場の確保など必要な取り組み

などを紹介し、企業と連携して自転車通勤の環境づくりに取り組みます。 

■実現したい将来の姿 

 自転車通勤を推進することで、以下のような将来の姿を実現します。 

・企業自身が自転車通勤のメリットを理解し、積極的に従業員に対する利用啓発を展開します。

・毎日の通勤がリフレッシュや運動の時間になり、心も体も健康で明るく通勤しています。 

・朝夕通勤時間帯の道路混雑が改善し、さらに自転車も車道を走りやすくなります。

・多くの企業が「健康経営」を実現し、働く場としての“とよはし”の魅力が高まります。

・働く世代の生活習慣病などの有病率が低下し、市の医療費負担も軽減されます。
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実現に向けた施策 

施策 実施・連携主体 

安全教育 施策① 企業を通じた交通安全教育の実施・充実 行政・企業

意識啓発 施策② 企業での自転車活用促進に関する啓発 行政・企業

支援・補助 施策③ 貸付・補助による自転車活用の推進 行政・企業 

情報提供 

施策④ 企業と連携した健康効果の検証 行政・企業

施策⑤ 安全・快適な移動経路などの情報収集・提供（再掲） 行政

施策⑥ 新しい生活様式での自転車の活用情報の提供（再掲） 行政

施策① 企業を通じた交通安全教育の実施・充実 

 自転車通勤、業務での自転車利用（営業周り、自

転車宅配等）など、企業活動に関わる自転車活用

について、企業単位での教育や啓発を進めます。 

 従業員の事故の発生を防ぐ対策として、自転車特

有の交通ルールをよく理解してもらうための教

育や啓発を進めます。 

施策② 企業での自転車活用促進に関する啓発

 企業での自転車通勤を促進するため、従業員や組

織全体へのメリットや、自転車通勤の始め方、労

災・通勤手当への対応などの情報を啓発チラシな

ど、さまざまな方法で提供し、啓発を進めます。 

 他都市も含め、自転車通勤環境の改善を進めてい

る企業などに関する情報提供を進めます。 

施策③ 貸付・補助による自転車活用の推進

 自転車の交通事故の死因で最も多い頭部損傷を

防ぐため、ヘルメットの購入に関しての支援制度

を継続します。 

 自転車利用の促進のため、体力にあまり自身がな

い人や、距離が遠い、坂道がある場所に住んでい

る人でも、自転車通勤が始められるように、電動

アシスト自転車の購入に関しての支援制度を継

続します。 

平成 31 年４月施行の「豊橋

市自転車の快適で安全な利用

の推進に関する条例」では、

事業者の役割として「自転車

の快適で安全な利用の推進を

図るよう努める」としていま

す。 

従業員に対する保険加入の義

務化の周知を含め、さまざま

な啓発で連携して進めます。

健康や環境などへの

自転車活用のメリッ

トを伝え、積極的な

活用につなげていけ

るよう、企業全体の

意識啓発を進めま

す。 

ヘルメットや電動アシ

スト自転車の購入補助

支援を継続し、安全で

快適な自転車の活用を

推進します。
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施策④ 企業と連携した健康効果の調査研究 

 企業と連携し、自転車通勤や自転車活用のモニタ

リングを行い、実際の健康効果の検証を進めます。 

 自転車利用前後の心身の影響をモニタリングし、

その結果を分かりやすく公表し、自転車活用のき

っかけづくりとなるように啓発を進めます。 

施策⑤ 安全・快適な移動経路などの情報収集・提供（再掲） 

 自転車通勤を行う上では、安全・快適な通勤経路

などの情報が重要であるため、自転車通行空間整

備箇所などの情報提供の仕組みの整備を進めま

す。 

 通行空間の他にも行政・民間の駐輪場情報など、

自転車での通勤、業務活動を支える情報提供の仕

組みの整備を進めます。 

施策⑥ 新しい生活様式での自転車の活用情報の提供（再掲） 

 新型コロナウィルス感染症の影響による、新しい

生活様式において自転車の活用が推奨されてい

ることから、新型コロナウイルス感染防止に努め

た自転車利用方法の周知を進めます。 

 交通手段の１つとして、公共交通との併用による

自転車の活用について啓発を進めます。 

株式会社 シマノ社ホームぺージより引用 
https://cyclingood.shimano.co.jp/social/report10_1.html 

花王和歌山工場では

自転車メーカーと連

携し、従業員の自転

車通勤をモニタリン

グし、効果を公表し

ています。

自転車通行空間・駐輪場・レンタサイクルスポットを表示する
WEB マップの例（フランス・グルノーブル）
https://www.mobilites-m.fr/velo.html 

海外では通行空間、

駐輪場などの情報を

一括して取得できる

WEB マップが活用さ

れています。 
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❸買物 

 市内の自転車利用は「買物」の割合が多く、年齢

層も子育て世代から高齢者までと、幅広く利用さ

れています。

 スーパーやコンビニなど買物先は多岐にわたる

中で、自転車が利用されています。

 一方で買物においては、自家用車が最も利用され

る交通手段となっています。

■取り組みの方向性 

 日常的な買物への交通手段を自家用車から自転車に置き換えることで、いつもの買物での移動時間

が運動する時間になり健康づくりに活かすことができるなど、自転車のメリットの周知を進めます。 

 子育て世代や高齢者に対して、幼児同乗用自転車、電動アシスト自転車の貸付・補助などの事業を

継続して展開しながら、これらの取り組みと合わせて安全教育を行います。 

 買物は学校や企業などの組織を通じて啓発できないあらゆる年齢層にまたがるため、店舗などと連

携した啓発を進めます。 

■実現したい将来の姿 

 買物での自転車活用を推進することで、以下のような将来の姿を実現します。 

・子育て世代でも、高齢者でも、安心して自転車で買物に行けるようになります。

・店舗側も積極的に自転車を受け入れるようになり、気軽に使いやすくなります。

・気軽に自転車で買物に出かけるようになり、店舗側にも顧客増加のメリットが生まれます。

・中心市街地にも、自転車で集まる人が増えて、まちなかのにぎわいがさらに高まります。

・電動アシスト付き自転車がさらに普及することで、重い荷物があるときでも、少し離れた

お店に行きたいときでも自転車が利用でき、暮らしやすさが高まります。 
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実現に向けた施策 

施策 実施・連携主体 

安全教育 

施策① 店舗を通じた顧客対象の安全啓発 行政・企業 

施策② 交通安全教育などの継続・充実（再掲） 行政・警察 

施策③ 貸付・補助事業と連携した安全啓発の実施 行政

意識啓発 施策④ 買物交通を健康づくりの機会に活かす自転車活用の周知 行政・企業 

支援・補助 施策⑤ 貸付・補助による自転車活用の推進（再掲） 行政

情報提供 施策⑥ 安全・快適な移動経路などの情報収集・提供（再掲） 行政

施策① 店舗を通じた顧客対象の安全啓発 

 買物ができる店舗などと連携し、店舗を通じて自

転車利用の顧客を対象とした安全啓発について、

企業との連携を進めます。 

 「豊橋市自転車の快適で安全な利用の推進に関

する条例」に基づき自転車販売店などとの連携を

強化し、自転車販売時や整備点検時に安全啓発を

行うなどの取り組みを進めます。 

施策② 交通安全教育の継続・充実（再掲） 

 企業などに属さない高齢者などへの安全教室の

継続・充実を進めます。 

 既存の交通安全教育を継続するとともに、より効

果的なプログラムを検討し、交通安全教育の充実

を進めます。 

施策③ 貸付・補助事業と連携した安全啓発の実施 

 利用時期が限定される幼児同乗用自転車などの

貸出に際して交通安全教育を継続し、保護者自身

の安全意識や、家庭での交通安全教育の必要性な

どの啓発を進めます。 

 電動アシスト購入補助の利用者に対して交通安

全についての啓発を行い、自転車ルールなどの徹

底を進めます。 

自転車で来店された方だけでな

く、自転車をこれから使われる

方、自家用車を運転される方など

を含めて、店舗側からも安全啓発

できるよう、ツールづくりなどを

検討します。

ど
ん
な
場
面
で
安
全

教
育
が
で
き
る
？

地域の集まり 子どもの送迎 検診など通院 

家庭での団らん
専業主婦・主夫や高

齢者、子育て世帯な

どに対して、さまざ

まな場面を活用して

教育を進めます。 

幼児同乗用自転車の購入補助

本市では、幼児同乗用自転車などの貸付事業を行って

います。貸付時には安全教育を行っており、今後も継

続して進めていきます。 
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施策④ 買物交通を健康づくりの機会に活かす自転車活用の周知

 現状として、買物客の多くが自家用車利用の状況

を踏まえ、自転車を賢く使いこなすことのメリッ

トの啓発を進めます。 

 自転車利用の顧客を対象とした自転車のメリッ

トの周知について、買物需要を発生させる店舗な

どとの連携を進めます。 

施策⑤ 貸付・補助による自転車活用の推進（再掲） 

 自転車の交通事故の死因で最も多い頭部損傷を

防ぐため、ヘルメットの購入に関しての購入補助

を継続します。 

 子育て世帯の支援としての幼児同乗用自転車の

貸付や、環境負荷低減・運転免許自主返納後の移

動支援としての電動アシスト自転車の購入補助

を、さまざまな世代の自転車活用のきっかけづく

りに繋がる取り組みとして継続します。 

施策⑥ 安全・快適な移動経路などの情報収集・提供（再掲） 

 自転車で移動を行う上では、店舗への安全・快適

な経路情報などの情報が重要であるため、自転車

通行空間整備箇所などの情報提供の仕組みづく

りを進めます。 

 通行空間の他にも行政・民間の駐輪場情報など、

自転車での買物などのお出かけの際に必要な情

報提供の仕組みの整備を進めます。 

自家用車を使うより、

健康づくりや心身のリ

フレッシュにもなり、

家計へのメリットも大

きい自転車の良さをＰ

Ｒし、買物での活用を

増やしていきます。 

買物などのお出かけ前に、事前

に情報を調べることができるよ

うに、通行環境や駐輪環境など

の情報を提供していきます。 

お店までの
安全な経路は？

ヘルメットや電動アシスト自

転車の購入補助支援を継続

し、安全で快適な自転車の活

用を推進します。 
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❹レクリエーション・観光 

 本市の現状として、歴史・文化・自然など魅力的

なスポットがあるものの、観光面での自転車活

用の視点は市民、来街者ともに実感しにくい状

況にあります。 

 一方で、本市は太平洋岸自転車道で繋がる渥美

半島、浜名湖などへの広域的な玄関口としての

新幹線駅や道の駅など、レクリエーション・観光

での自転車活用につながる資源を有しています。 

■取り組みの方向性 

 豊橋駅や道の駅「とよはし」などが、鉄道や自家用車を利用した広域的な自転車観光の拠点となる

特色を活かし、イベントや観光情報の充実により、「自転車×とよはし」を楽しむための環境づくり

を進めます。 

 渥美半島や浜名湖にもつながる太平洋岸自転車道や、市内を周遊するサイクリングコースの活用に

より、本市の魅力的な資源をつなぐ取り組みを進め、余暇活動や健康づくりとしてサイクリングな

どに取り組む人を増やします。 

 市民や来街者がお出かけ前の段階から「自転車」を組み込んだレクリエーションや観光のプランを

立て、自転車ならではの地域の良さを感じてもらえるように、情報提供の充実を図ります。 

■実現したい将来の姿 

 レクリエーション・観光での自転車活用を推進することで、以下のような将来の姿を実現します。 

・自転車でまちをめぐる市民が増えて、まちへの愛着の醸成や健康づくりにつながります。

・本市の交通結節機能を活かすことで、太平洋岸自転車道でつながる渥美半島から浜名湖にかけ

ての広域的な自転車観光の拠点となることが期待されます。

・太平洋岸自転車道を楽しむ人が、市内の観光スポットに立ち寄るようになります。

・自転車でまちを楽しむ姿が伝わり、次第に「自転車×とよはし」の魅力が高まります。
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実現に向けた施策 

施策 実施・連携主体 

安全教育 施策① 自転車イベントに合わせた安全教育の実施 行政・民間団体

意識啓発
施策② 自転車を楽しむ機会の充実 行政・民間団体

施策③ サイクリスト受入環境の向上 行政・企業 

情報提供 
施策④ サイクリング・ポタリングコースの情報提供 行政・民間団体

施策⑤ レクリエーション・観光情報の情報発信 行政・民間団体

施策① 自転車イベントに合わせた安全教育の実施

 市内で継続的に開催されている自転車イベント

などがあることから、これらのイベントと連携し

て交通安全教育を展開し、イベント参加者の安全

意識の向上を図ります。 

 市内で活動するサイクリストなどと連携し、正し

い交通ルールを伝えていく取り組みを進めます。 

施策② 自転車を楽しむ機会の充実

 自転車を楽しむ人を増やすため、さまざまな関係

団体と連携し、自転車に乗るきっかけづくりとな

るイベントを充実していきます。 

 観光資源を巡るルートや太平洋岸自転車道など

を活用し、自転車の楽しみ方を広めるためのイベ

ントを充実していきます。 

施策③ サイクリスト受入環境の向上 

 本市の観光施設などにおいて、サイクリストを積

極的に受け入れる環境の向上などの取り組みを

進めます。 

 サイクリストの拠点として、豊橋駅や道の駅「と

よはし」の受入環境の充実を図ります。 

ええじゃないか豊橋サイクルフェスティバル

ええじゃないか豊橋サイクルフェスティバル

道の駅「とよはし」や、りす

ぱ豊橋などにサイクリスト向

けの「サイクルピット」を設

置しています。 

サイクリストを受入れる環境

の向上を進めます。 

市民スポーツ祭

自転車イベントと連

携し、利用促進を図

ります。 
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施策④ サイクリング・ポタリングコースの情報提供 

 道の駅「とよはし」を中心としたコースや市内を

散走するコースを掲載している市域全体のマッ

プについて見直しを行いながら継続的に情報提

供を進めます。 

 ICT を活用した情報提供などを検討し、より利便

性の高い仕組みの構築を進めます。 

施策⑤ レクリエーション・観光情報の情報発信 

 渥美半島や浜名湖につながる太平洋岸自転車道

や地域の観光資源などを活かし、他都市にない魅

力の発信を進めます。 

 また、道の駅「とよはし」などを活用し、歴史・

文化・自然・農業などの情報や本市ならではの魅

力を自転車利用者へ発信することを進めます。 

サイクリングマップ 

「はしってみ輪とよはし」

太平洋岸自転車道

太平洋岸自転車道を通

じて市外からの来訪者

を呼び込みます 
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❺災害 

 自転車の機動力は、災害時の活動を支える移動

手段の一つになりますが、アンケートの結果、災

害時での利用を想定している世帯は約 4 割程度

の状況です。 

 東日本大震災の被災地では、発災後の移動手段

として自転車の利用が増加しています。

■取り組みの方向性 

 地震や風水害などの災害発生時については、徒歩を原則とした避難となりますが、発災後の交通不

通時や、自動車での移動が制限されている場合などにおける機動力の高い自転車の活用への取り組

みを進めます。 

 日常から備えを行うことにより、緊急時において自転車が適切に利用できる意識啓発などを進めま

す。 

■実現したい将来の姿 

 災害に関わる自転車の活用を推進することで、以下のような将来の姿を実現します。 

・災害時の備えとして自転車を整備し、利用することで、日常での活用推進にもつながります。

・備えを行うことで災害に対する意識が高まります。

・災害時においても自転車での避難が可能となります。

・発災後、自転車を活用することで、移動手段を増やすことができます。 
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実現に向けた施策 

施策 実施・連携主体 

意識啓発 施策① 災害時を想定した日常での自転車活用の推進 行政

支援・補助 施策② 災害時などの自転車の整備点検 行政・企業 

情報提供 施策③ 防災啓発資料への自転車活用情報の提供 行政

施策① 災害時を想定した日常での自転車活用の推進

 日常的に自転車を乗っていなければ、緊急時に自

転車が使えないため、日常から意識的に自転車を

利用する啓発を進めます。 

 災害時の備えとして、自転車をいつでも利用でき

るように、定期的に整備することや、実際に自転

車で活動することの必要性を啓発していきます。 

施策② 災害時などの自転車の整備点検

 災害発生時において自転車が適切に運用できる

よう、平時から自転車関係団体などの専門的な知

識と技術を有する組織と連携し、緊急時に自転車

が運用できる環境を整えます。 

施策③ 防災啓発資料への自転車活用情報の提供

 防災関連の啓発資料に移動手段の１つとしての

自転車活用の情報を掲載し、災害時の自転車利用

に対する意識啓発を進めます。 

 啓発内容については、有効性などを確認し、必要

に応じ見直しなどを進めます。 

自転車安全整備店の自転車安全整備士

が点検・整備した自転車に貼付される

もので、1 年間有効の傷害保険と賠償

責任保険が付いています。 

TS マーク

災害時の色々な備えの

ひとつとして、自転車

を活用できるよう、普

段から整備点検するな

ど、注意すべき情報の

提供を検討します。 

他都市では、自転車商の組合などと災害時

における自転車の調達や整備に関する協定

を結び、災害時の備えとしています。 

本市でもこれらの検討を進めます。 
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■事業のスケジュールと実施主体 

 前述の【活用場面】ごとの施策については、計画期間 10 年間の中で、前期・後期の区分に合わせ

て、事業を推進していきます。 

施策 関係団体 

計画期間 

前期 
R3～R7 

後期 
R8～R12

通
学

①交通安全教育の継続・充実 行政・学校・警察 

②指定通学路一斉点検の実施と対策の展開 行政・学校・警察 

③自転車に乗り続けることのメリットの周知・啓発 行政

④自転車を放置させないための指導・啓発 行政・学校・民間団体

⑤自転車通学者のヘルメット着用に関する支援 行政・学校 

⑥安全・快適な移動経路などの情報収集・提供 行政・警察 

⑦新しい生活様式での自転車の活用情報の提供 行政

通
勤

①企業を通じた交通安全教育の実施・充実 行政・企業 

②企業での自転車活用促進に関する啓発 行政・企業 

③貸付・補助による自転車活用の推進 行政・企業

④企業と連携した健康効果の検証 行政・企業 

⑤安全・快適な移動経路などの情報収集・提供（再掲） 行政

⑥新しい生活様式での自転車の活用情報の提供（再掲） 行政

買
物

①店舗を通じた顧客対象の安全啓発 行政・企業 

②交通安全教育の継続・充実（再掲） 行政・警察 

③貸付・補助事業と連動した安全啓発の実施 行政

④買物交通を健康づくりの機会に活かす自転車活用の周知 行政・企業 

⑤貸付・補助による自転車活用の推進（再掲） 行政

⑥安全・快適な移動経路などの情報収集・提供（再掲） 行政

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
・
観
光

①自転車イベントに合わせた安全教育の実施 行政・民間団体

②自転車を楽しむ機会の充実 行政・民間団体

③サイクリスト受入環境の向上 行政

④サイクリング・ポタリングコースの情報提供 行政・民間団体

⑤レクリエーション・観光情報の情報発信 行政・民間団体

災
害

①災害時を想定した日常での自転車活用の推進 行政

②災害時などの自転車の整備点検 行政・企業 

③防災啓発資料への自転車活用情報の提供 行政

調査・検討        実施・支援 
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